
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整の過不足額の精算                 

Ｑ：年末調整をした後の過不足額は、どの

ように精算したらいいのですか？                              

                                              

Ａ：次のようにします。 

【解説】 

年末調整によって生じた過不足税額は、次

のように精算します。 

 1.過納の場合 

  過納額は、次の方法により精算します。 

 ①会社から還付する方法 

  過納額は、その年末調整を行った月分の「給

与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理

士等に支払われる報酬・料金に対する源泉

徴収税額」から差し引いて、過納になった

人に還付します。なお、その月の源泉徴収

税額からでは還付しきれないときは、その

翌月以後の月に納付べき税額から差し引い

て還付していきます。 

 ②税務署から還付してもらう方法 

  次の場合には、税務署から還付されます。 

 イ.納付する源泉徴収税額に比べて過納額が

多額であるため、還付することとなった月

の翌月から２ヶ月を経過してもなお還付し

きれないと見込まれる場合 

 ロ.解散、廃業などで過納額の還付ができなく

なった場合 

 ハ.徴収して納付する税額が全くなくなった

ため、過納額の還付ができなくなった場合 

 2.不足の場合 

  年末調整をする月分の給与から徴収して、

なお不足があるときは、その後に支払う給

与から順次徴収します。 
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